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Energy 

「1 つの大きく美しい法案」 
（One Big Beautiful Bill Act, 
OBBBA）による米国のインフレ削減

法（Inflation Reduction Act of 
2022, IRA）の政策変更 

 

 

 

 

 

はじめに 

2025 年 7 月 4 日、米国独立記念日に、トランプ大統領の署名をもっ

て、その目玉政策である減税法案の「One Big Beautiful Bill Act
（OBBBA）」（「1 つの大きく美しい法案」）が正式に成立した。

これにより、2022 年 8 月 16 日にバイデン前政権において成立したイ

ンフレ削減法 1（Inflation Reduction Act of 2022, IRA）による重要政策

が変更されることになる。インフレ削減法は、バイデン政権による

経済政策の一つで、気候変動対策や医療費削減、税制改革を含む包

括的な法律であったが、上記の OBBBAの成立により、特に米国にお

けるインフレ削減法関連のエネルギー分野の気候変動対策に係る事

業の縮小に繋がることが予想される。本稿では、インフレ削減法に

おけるエネルギー分野に関する施策の概要と、OBBBA によるこれら

の施策への変更点の概要を解説する。 

インフレ削減法 

インフレ削減法においては、法人税の最低税率の設定と処方箋薬価

の引き下げ等によって、財政赤字を約 7,370 億ドル減らし、それを原

資として「エネルギー安全保障と気候変動」の分野における税控除

や補助金等を通じて、約 3,690 億ドルを投じることが企図された。こ

の「エネルギー安全保障と気候変動」対策への投資計画では、10 年

間にわたり合計 3,690 億ドル（約 52 兆円）を、再生可能エネルギー

とクリーン燃料への投資拡大、及び電気自動車の普及促進とクリー

ン製造技術の導入促進に充当するものとされた（下図参照）。この

計画は、(i) 投資額の最大 30％を税額控除する投資税額控除（初期投

資支援）と、(ii) エネルギーの生産量に応じ一定額を控除する生産比

例税額控除（ライフサイクル全体の投資を促進するランニングコス

ト支援）といった税額控除の仕組みを利用する点に特徴がある。 

 
1「インフレ抑制法」と訳出される場合もある。 
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（出典：  経済産業省企業行動課「諸外国における投資促進政策の状況」8頁 , 経済産業省ウェブサイト

（https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/corporate_behavior/pdf/001_04_00.pdf）2（令和5年8月4日）より引用） 
 

  

 
2 以下、本クライアントアラートに引用した全ての同様の出典につき、同様のURLである。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/corporate_behavior/pdf/001_04_00.pdf


  

 

 

  

King & Spalding Client Alert 3 

「エネルギー安全保障・気候変動関連投資」に係る主要税制 

インフレ削減法に基づき、水素などのクリーンエネルギーを活用する企業を含む特定の対象事業は、税額控除を

受ける資格がある 。インフレ削減法の制度下における「エネルギー安全保障・気候変動関連投資」に係る主要税

制を検討するにあたっては、多岐にわたる事項を考慮する必要があるが、経済産業省が公表している下記の各表

（「IRA 主要税制表」）に当該事項がまとめられている。下記の表に示されているとおり、一定の事業や投資に

ついてベースでの控除率が適用され、さらに追加的な要件（実勢賃金要件、国産部素材要件及びエネルギー・コ

ミュニティ要件）を満たせば、追加での控除や他の税金優遇策が適用され得ることになる。 

 

（出典： 経済産業省企業行動課「諸外国における投資促進政策の状況」10頁より引用3） 

 
3 なお、下記のIRA主要税制表に記載されているIRCとは、アメリカ内国歳入法典（Internal Revenue Code）を意味する。アメリカ内国歳入法典は、米国の租税通則法と各租税法をすべて統合して

一つの租税法とした単一法典の方式をとっており、米国連邦租税は、アメリカ内国歳入法典に基づいて課税及び徴収されている。 
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実勢賃金及び見習い条項 

上記のIRA主要税制表に記載の「賃金・見習いを満たす場合」との欄は、下記の実勢賃金条項及び

見習い条項に係る内容を記載しているものであり、関連の税金優遇策の適用を受けるためには、こ

れらの要件を満たす必要がある。当該要件の内容については、下記の表にまとめられている。下記

の表のうち、下段は、これらの要件を満たすことが求められる事業や投資を列挙したものである。

下記にまとめられている実勢賃金条項については、連邦政府が資金供給する公的プロジェクトに関

連する労働者の労働環境保証の一環として、同様の事業・職種の労働者に対する平均賃金を参考に

して米国の労働長官が定める“実勢賃金”の支払が義務づけられたことに端を発している。 
 

 
 
（出典： 経済産業省企業行動課「諸外国における投資促進政策の状況」26頁より一部引用） 
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国産部素材要件 
 

IRA主要税制表に記載の「国産部素材 満たす場合」との欄については、国産部素材要件を記載し

ているものであり、下記の表に概要がまとめられている。下記で示されているように、事業に利用

する部素材の一定割合以上を米国の国産とする要件を満たすことで、税額控除の恩恵が与えられる

制度となった。 
 

 
 
（出典： 経済産業省企業行動課「諸外国における投資促進政策の状況」28頁より一部引用） 
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エネルギー・コミュニティ要件 

IRA主要税制表に記載の「エネルギー・コミュニティ」との欄については、下記のとおり概要がま

とめられている。エネルギー・コミュニティとは、石炭など化石燃料関連の産業が主要であった地

域等を意味する。当該地域等への再生可能エネルギー・クリーン電力・先端エネルギープロジェク

トに対して、優遇支援枠の割当てや税額控除の上乗せを行うものであり、クリーンエネルギーへの

トランジションを視野にいれたインセンティブを付与する内容となった。 
 

 
 
（出典： 経済産業省企業行動課「諸外国における投資促進政策の状況」30頁より一部引用） 
 
  



  

 

 

  

 
7 

King & Spalding Client Alert 

税額控除の繰越 
 

IRA主要税制表に記載の「税控繰越」との欄については、下記のとおり概要がまとめられている。

赤字や所得に充当する税額控除の額が、当該年度の課税所得額を超えてしまった場合に、当該利用

できなかった税額控除額（未使用の税額控除）（Unused Business Tax Credit）の繰戻及び繰越を認め

る制度であり、繰戻（carryback）が1年間、繰越（carryforward）が20年間、認められるものであっ

た。 
 

 
 
（出典： 経済産業省企業行動課「諸外国における投資促進政策の状況」33頁より一部引用） 
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税額控除の譲渡 

IRA主要税制表に記載の「税控譲渡」との欄については、一部の事業又は投資における税額控除の

譲渡を意味し、下記のとおり概要がまとめられている。納税額自体が少なく税額控除を十分に利用

できない企業であっても、現金を対価とする第三者への税額控除の譲渡により税額控除に代わるメ

リットを享受することができるように制度設計された。 
 

 
 
（出典： 経済産業省企業行動課「諸外国における投資促進政策の状況」36頁より一部引用） 
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税額控除の直接支払い 

IRA主要税制表に記載の「直接支払」との欄については、税額控除の直接支払いの制度（プロジェ

クトの初期段階でキャッシュインがない最初の5年間に関し、仮に納税額がなくとも、税額控除額分

を「直接支払（Direct Payment）」として受取可能とする制度）を意味し、下記のとおり概要がまと

められている。下記で示されているとおり、先端製造業生産（太陽光発電、風力発電、インバータ

ー、バッテリー、重要鉱物）、クリーン水素生産、炭素隔離生産については、この直接支払いの制

度を利用することが可能とされた。 
 

 
 

（出典： 経済産業省企業行動課「諸外国における投資促進政策の状況」37頁より一部引用） 
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「1 つの大きく美しい法案」の概要 

前述のとおり、2025年7月4日の米国独立記念日に、トランプ大統領の署名をもって、「One Big 
Beautiful Bill Act（OBBBA）」（「1つの大きく美しい法案」）が正式に成立した。トランプ大統領

が2017年12月に成立させた減税・雇用法による減税（(i) 法人税については、税率を35%から21％に

引き下げ、(ii) 所得税については、最高税率を39.6%から37%とし、(iii) 相続税及び贈与税については

基礎控除をほぼ倍増させた。）について2025年末までの期限をなくし恒久化すること、飲食店の従

業員などが受け取るチップや残業代への課税を一定期間免除すること、国境警備の資金を増額する

ことや低所得者向けの医療保険制度の厳格化などが盛り込まれた。 
 
この法案には、インフレ削減法における気候変動対策に係る特定の税額控除及びその他の税制優遇

措置の縮小やその他の変更も含まれており、エネルギー分野に関係するプロジェクトに適用される

OBBBAに関連する主な税制優遇措置の変更に係る概要については、下記のとおりである。
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投資税額控除 IRC 主な対象 従前の IRA 規制 OBBBA に基づく改正 

発電 

クリーン電力 48E 太陽光・風力発電施

設、エネルギー貯蔵技

術、燃料電池 

以下のいずれか遅い方の翌年以降

に建設を開始する施設に対する税

額控除を段階的に削減する：(i) 
2033 年、又は (ii) 米国排出削減目

標達成年の翌年。 

太陽光・風力発電施設は、OBBBA 成立後 1
年以内（2026 年 7 月 4 日まで）に着工を開

始しなければならず、税額控除は 2027 年末

までに運転を開始する施設に適用される。 

生産比例税額控除 IRC 主な対象 従前の IRA 規制 OBBBA に基づく改正 

発電 

クリーン電力 45Y 太陽光発電、風力発

電、地熱発電、原子力

発電 

以下のいずれか遅い方の翌年以降

に建設を開始する施設に対する税

額控除を段階的に削減する：(i) 
2033 年、又は (ii) 米国排出削減目

標達成年の翌年。 

2034 年以降に建設されるクリーン発電施設

に対する税額控除を段階的に削減する。 

太陽光・風力発電施設は、OBBBA 成立後 1
年以内（2026 年 7 月 4 日まで）に着工し、

又は、2027 年末までに稼働を開始しなけれ

ば税額控除の対象とならない。 

特定の先進型原子力発電施設については、

原子力関連雇用を大幅に促進する地域（原

子力エネルギーコミュニティ）に立地する

場合、新たに 10％のボーナス税額控除が適

用される。 

製造業 

先進的製造 45X 太陽光パネル、風力タ

ービン、電池部品、半

導体、インバーター、

重要鉱物 

2032 年までに生産・販売された資

産に適用され、2030 年以降は控除

額が段階的に減少する。 

風力発電関連部品は、2027 年末までに生

産・販売された資産に対して税額控除の対

象となる。 

太陽光パネル部品及び電池部品について

は、IRA が引き続き適用される。 
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重要鉱物については、2030 年末までは控除

は段階的に減額されないが、2031 年から段

階的に減額され、2033 年末に終了する。 

原料炭が重要鉱物リストに追加され、税額

控除は 2029 年末まで適用される。 

燃料 

クリーン燃料 45Z バイオ燃料、持続可能

な航空燃料（SAF）、

再生可能ディーゼル 

2027 年末までの生産・販売に適

用。 
生産・販売に対する税額控除は 2029 年末ま

で適用される。 

2026 年以降は、米国、カナダ、メキシコで

生産されていない原材料の使用に制限が導

入される。 

クリーン水素 45V クリーン水素 2032 年末までに建設が開始された

施設による生産に適用。 
2027 年末までに建設が開始された施設によ

る生産に対して税額控除が適用される。 

禁止外国事業体等に関する制限なし。 

その他 

炭素隔離 
（回収比例） 

45Q 炭素回収・貯留設備 2032 年末までに建設が開始された

施設に適用。 
2032 年末までに建設を開始するプロジェク

トに対して税額控除が適用される。 

従来低かった EOR（原油増進回収）の控除

率は、CCS（炭素回収・貯留）と同水準に

引き上げられる。 
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上記の表に記載された事項に加え、米国のエネルギーセクターに関連してOBBBAが導入するIRAのその他の注目

すべき変更点の概要を以下に記載する。 

• 再生可能エネルギー発電設備、蓄電池、CCUS、クリーン水素電解装置、アンモニアの製造装置や重要鉱

物などの生産設備の新設・改修を対象とする先端エネルギープロジェクトの製造に関する税額控除（IRC 
48C）に関し、控除額の割り当て後 2 年間を過ぎても事業が開始されない場合、税額控除枠は取り消しと

なることになった。 
• 電気自動車（EV）用インフラや水素燃料補給施設の設置費用として認められていた税額控除（IRC 30C）

の適用期限が 2032 年 12 月 31 日から 2025 年 6 月 30 日に前倒しになった。 
• 現在、Sustainable Aviation Fuel（「持続可能な航空燃料」、SAF）に適用されている「特別税率」（すな

わち 1 ガロンあたり最大 1.75 ドル）は廃止され、SAF を含む全ての対象燃料について税額控除の上限を 1
ガロンあたり 1 ドルに設定する。この変更により、2025 年 12 月 31 日以降に生産される SAF に対して適

用される IRC 45Z 税額控除は制限されることになる 4。 
• 「禁止外国事業体」（Prohibited Foreign Entities）（すなわち、「指定外国事業体」又は「外国の影響を受

けた事業体」（7701(a)(51)で定義））及び「禁止外国事業体」と重大な関係がある事業についてのエネル

ギープロジェクトに係る税額控除の請求が制限される。再生可能燃料プロジェクトが禁止外国事業体によ

って所有されている場合、IRC 45Z に係る税額控除は認められない。また、プロジェクトが禁止外国事業

体から「重要な支援」を受けた場合、IRC 45Z に係る税額控除は認められない。さらに、禁止外国事業体

が所有権を持つ、又は設置に関与したバッテリー製造への税額控除は制限される。 
• これまでの税額控除の譲渡可能性に関する規定を維持するものの、対象となる税額控除の一部を特定の外

国事業体に譲渡することを禁止している。 

OBBBAに関する詳細に関しては、弊所の直近のClient Alertである「One Big Beautiful Bill Act」（2025年7月31日
付）（https://www.kslaw.com/news-and-insights/one-big-beautiful-bill-act）をご参照いただきたい。 
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4 詳細については、弊所のClient Alert（「United States Congress and EPA Target Domestic Renewable Fuel Growth with RFS Set 2 Rule and Revised Section 45Z Tax Credit」（2025年7月10日付）

（https://www.kslaw.com/news-and-insights/united-states-congress-and-epa-target-domestic-renewable-fuel-growth-with-rfs-set-2-rule-and-revised-section-45z-tax-credit））をご参照。  
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